
コネクテッドカーのエコシステムが急速なペースで進化する中、従来のOEMやサプライヤーは自社の製品・
サービスを強化し、変化し続ける消費者ニーズに応えるための最善の方法を常に模索しています。同時に、
スタートアップやコンシューマーテクノロジー企業を含む新たなプレーヤーが、コネクティビティを車両の開発や
生産、ユーザーエクスペリエンスに統合することを目標とし台頭してきています。

新たなコネクテッドカー、システム、機能、アプリケーションの登場に伴い、各国政府および行政機関は様々
な法規制によって対応してきました。今日、多くのOEMがコネクテッドシステムを新たなに発表、あるいは  
アップデートしており、こうした技術を取り巻く法的状況はますます複雑なものになっています。

「コネクテッドカー 法規制ガイド」は、世界各国政府のコネクテッドカーに対する法規制面での取り組みを調
査してまとめたものです。本書ではそうした政策の適用範囲を詳述するとともに、関与している様々な組織、
法案の法的な位置づけ、活動のタイムラインについての情報を提供します。また、近い将来コネクテッドカー
の発展に直接的または間接的に影響を及ぼす可能性のあるその他の法的側面についても一部取り上げ
ています。
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自動運転 法規制ガイド
レポート番号: 535

本書は世界各国政府の自動運転に対する法規
制面での取り組みを調査してまとめたものです。本
書ではそうした政策の適用範囲を詳述するとともに、
関与している様々な組織、法案の法的位置づけ、
活動のタイムラインについての情報を提供します。ま
た、近い将来自動運転車の発展に直接的または
間接的に影響を及ぼす可能性のあるその他の法
的側面についても一部取り上げています。
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四半期更新毎年更新 ワンタイム半年更新

はじめに：本レポートの内容と各章の概要
要旨：コネクテッドカー分野の主要な法規制
活動の概略
基本情報：本レポートで使用している法律用
語の説明
分析：新たに提出、起草、施行された法律/
義務化/規則/ベストプラクティスおよびその影
響の詳細分析
サマリー表：付属のExcelデータベースに収
録された様々な規則/法律/ガイドライン/政
策に関する法的状況および最新動向の概要
概観：法規制ガイドシリーズに関連する動向
と洞察の概要

Excelデータベース：フィルタリングや並べ替
え機能を使用し、特定の規則・法律/ガイドラ
イン・ベストプラクティス/標準規格を確認する
ことが可能
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SBDカスタマーポータル

SBDカスタマーポータル
ご契約いただいたレポートへはお客様
専用ポータルサイトからアクセスいただ
けます。

ポータルサイトのアカウントはご契約

企業ごとに作成され、ご契約

企業に所属する方であれば登録

ユーザー数に制限はございません。

ご契約状況の確認や、ポータルサイト
への新規ユーザー登録をご希望の場
合は、SBD Automotive

ジャパンまでお問い合わせください。

＞

＞
お問合せ・お見積り依頼

お問合せ・お見積り依頼

＞

＞
サンプルレポートの無料ダウンロード

サンプルレポートの無料ダウンロード

本書に関するお問合せ・お見積り依頼

「コネクテッドカー 法規制ガイド」

本書について（調査対象・範囲）
本書では下記について解説しています。

＞現在、コネクテッドサービスに
影響を与えているのはどの
ような法規制か？

＞各地域のコネクテッド
サービスに関する法規制の
相違点は？

＞準備が進められている
法規制が施行される可能性
はどの程度か？

＞各法規制が施行された
場合、どのような影響が予想
されるか？
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